
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女性の活躍促進」･「ゆう活」の取組を要請 

福島労働局長が会津オリンパス(株)を訪問 
 

 

１ 福島労働局長(引地 睦夫)は、会津オリンパス株式会社(代表取締役社長：大谷和久氏)

を下記日程で訪問し、女性の活躍促進と夏の生活スタイル変革(ゆう活)についての取組

を要請します。 

福島労働局長による個別企業に対する女性労働者のさらなる活躍促進の取組依頼は平

成２４年度から、また、夏の生活スタイル変革(ゆう活)の取組依頼は今年から実施して

います。 
 

 

 

 

 
 

 

 

  担 
 
 
 

当 

福島労働局雇用均等室 

  室  長    鈴 木 千賀子 

  室長補佐    山 村 千 華 

        TEL 024-536-4609 

 

福島労働局労働基準部監督課 

  課   長   高 橋  仁 

  主任監察官   塩 原 哲 朗 

TEL 024（536）4602 

     

（１）日 時  平成２７年７月２日（木）１５：００～ 

 

（２）訪問企業 会津オリンパス株式会社 

（会津若松市門田町大字飯寺字村西５００） 

代表取締役社長  大谷 和久 氏 
 

＊訪問の際の写真撮影及び懇談の傍聴は可能です。 

   
ポジティブ・アクション普及促進の 
ためのシンボルマーク「きらら」 

厚生労働省福島労働局発表 
平 成 ２ ７ 年 ７ 月 １ 日

 



２ 「女性労働者のさらなる活躍推進」について 

（１）福島労働局では、企業訪問等を通じて女性の活躍促進のためのさらなる取組を勧め、

また、その取組内容の情報を、県民や県内の企業が共有できるように、ポジティブ・

アクション情報ポータルサイトへ掲載することを県内の企業に依頼しています。 

   参考：ポジティブ・アクション情報ポータルサイト(http://www.positiveaction.jp/) 
 

（２）福島県においては、東日本大震災の影響により特に 20 代、30 代の女性の人口が大

幅に減少しています。成長戦略においても、女性の活躍促進はその中核と位置づけら

れており、福島労働局は、女性の活躍促進の取組を強化してまいります。 

 

３ 「夏の生活スタイル変革(ゆう活)」について 

（１）福島労働局では、平成 27 年 1 月 16 日「働き方改革推進本部」を設置し、働き方の

見直しに向けて県内企業の取組を推進しています。この取組の一環として、夏の生活

スタイル改革（通称「ゆう活」）について、県内企業に対し取組を要請しています。 

 

（２）『ゆう活』（ゆうやけ時間活動推進）は、長時間労働の抑制によるワーク・ライフ・

バランスの実現に向けて個々人がライフスタイルに合わせて仕事ができるようにする

ことを目標に、明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働きはじめ、夕方は家族など

と過ごす時間に充てるような勤務スタイルの変革を企業の実状に応じ、労使の自主的

な取組の範囲で推進するよう求めています。 

 

 

 

【添付資料】 資料１ 女性が輝く社会の実現に向けて（リーフレット№９） 

資料２ 福島県内における女性の状況（統計資料） 

資料３ 福島県の年間総労働時間と年次有給休暇取得率の推移 

資料４ はじめよう!夕方を楽しく活かす働き方。『ゆう活』（ちらし） 
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１ 福島県の人口の増減

福島県「福島県現住人口調査」によると、福島県の人口は平成23年3月1日現在で2,024,401人であっ
たが、平成27年6月1日現在では1,927,622人となり、96,779人減少している。そのうち20歳から39歳の
人口は57,241人減少しており、特に女性は32,619人と大幅に減少している。いわゆる子育て期の人口
の減少割合が高くなっており、震災の影響により県外に避難をした、また県外から県内の職場に通勤す
る者もいる等、厳しい子育て環境にある。

（平成２３年３月１日から平成２７年６月１日までの人口動態）

<注1>転入、転出等については、住民基本台帳法に基づき各市町村に届出があった情報を集計したものであるため、東日本大震災や原発事故の

影響を受けて被災地等から避難した方に係る移動については、各市町村に届出があった場合のみの集計となっている。

<注2>福島県の人口には「年齢不明」を含む（平成23年3月1日、平成27年6月1日ともに 男性7,506人、女性4,580人 総数12,086人）。

資料出所：福島県「福島県現住人口調査」 （平成23年3月1日、平成27年6月1日）

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～

男性（増減数） -11,917 -9,390 -9,905 -14,717 1,174 -14,369 10,984 549 6,686

女性（増減数） -11,967 -8,366 -15,178 -17,441 -2,705 -14,428 8,479 -6,899 12,631

男性（増減の割合） -13.5% -8.9% -10.2% -11.6% 1.0% -9.9% 7.9% 0.6% 12.0%

女性（増減の割合） -14.2% -8.4% -16.4% -14.3% -2.2% -10.1% 6.1% -5.5% 11.4%
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資料№２福島県内における女性の状況



２ 雇用者数の推移
平成24年の福島県の雇用者数は781,500人と5年前に比べ減少し、女性雇用者数も減少しています。また、雇

用者全体に占める女性の割合は44.6％と全国に比べ低くなっています。
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資料出所：総務省統計局「就業構造基本調査」



11.0%

71.7%

73.3%

67.4%
69.0% 69.4% 70.1%

64.3%

55.5%

31.6%

9.4%11.9%

61.1%

88.3%

84.2%
82.8% 82.2%

81.3%

72.7%

68.1%

46.7%

9.4%15.3%

68.7%

72.7%

67.8%

62.8%

68.5% 70.5%

62.4%

49.2%

25.5%

3.1%

13.2%

65.3%

86.1%

84.2% 84.8% 81.7%

76.9%

70.8%

61.9%

43.3%

6.8%

17.1%

67.4%

71.4%

59.4% 58.5%

63.7%
65.5%

60.2%

49.0%

30.0%

6.3%

16.3%

65.7%

73.5%

65.1%
62.7%

65.1% 68.1%
64.9%

55.4%

36.7%

7.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～ （歳）

平成24年福島女性

平成24年福島男性

平成19年福島女性

平成19年福島男性

平成19年全国女性

平成24年全国女性

※雇用者比率：総人口に占める雇用者（会社役員を除く）の割合 資料出所：総務省統計局「就業構造基本調査」

３ 年齢階級別雇用者比率
福島県における女性雇用者を年齢階級別にみると、平成24年の35歳～39歳の女性の雇用者比率は平成19年

に比べて増加し、M字型の底の値が上昇しています。
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4 雇用者の職業別構成比

女性の管理的職業従事者は福島県は0.5％で、全国の0.7％に比べやや低くなっています。

また、福島県の女性雇用者は「事務従事者」や「サービス職業従事者」が多く、全国と比較すると「生産工程従事
者」が多くなっています。

資料出所：総務省「就業構造基本調査」（平成24年）



資料出所:総務省統計局「平成24年就業構造基本調査」

５ 管理的職業従事者に占める女性の割合

管理的職業従事者に占める女性の割合は、福島県は10.1％と全国の13.2％に比べて低くなっていますが、役員
等を除くと、福島県は4.7％と全国よりやや低くなります。
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６ 女性一般労働者の平均勤続年数、男女間賃金格差

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本調査」

福島県の女性一般労働者の平均勤続年数は全国をやや上回っています。女性の所定内給与は男性の約7割と
なっています。
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福島労働局 
 

福島県の年間総労働時間と年次有給休暇取得率の推移 

  
 福島県においては、労働者一人平均年間総実労働時間は 1874 時間と、全国平均を 128 時

間上回っており、また、年次有給休暇の取得率 44.5％も全国平均の 48.8%を下回る水準にと

どまっています。 

 特に、年間総労働時間は、過去 5 年間いずれも全国平均を 100 時間程度上回る水準となっ

ています。 

 

労働者一人平均の年間総労働時間の推移（時間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年次有給休暇の取得率の推移（％） 
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はじめよう！夕方を楽しく活かす働き方。 

『ゆう活』 
「夏の生活スタイル変革」の通称が決定 

 

 

政府は、「夏の生活スタイル変革」の通称を『ゆう活』に決定し、『ゆう活』を促す国

民運動を盛り上げていくこととしました。「夏の生活スタイル変革」は、朝早くから働き

始め、明るい夕方のうちに仕事を終わらせ、夕方からは家族や友人との時間を楽し

むことを推進してワークライフバランスを実現し、国民が豊かさを実感できるようにす

ることを目的としています。 

 

『ゆう活』とは 

『ゆう活』（ゆうやけ時間活動推進）は、勤務終了時刻が早まることで生まれる夕方

の時間で、生活を豊かにしていくという考え方から名付けられました。今まで勤務時

間に充てられていた“夕”方の時間に、“悠々”とした自分の時間が生まれることでより

一層生活を豊かにしていく。『ゆう活』を通じて、国民の働き方が変わることで、生活ス

タイルの変革を推進します。 
 
 
ゆうやけ時に 

悠々とした時間が生まれる。 

友人と会える。 

遊ぶ時間が増える。 

家族で過ごす優しい時間ができる。 

新しい人・モノ・ことと自分が結ばれる。 

勤務時間が、１、２時間早まることで生まれる 

自分の時間で生活を豊かにしていこう。 
 

『ゆう活』のロゴマークについて 

 夕方を想起させるオレンジ色を基調に、 

 豊かな時間が広がっていくことを表現したデザインです。 
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はじめよう！夕方を楽しく活かす働き方
ゆう活 の楽しみ方は→

ゆう活 政府広報 検 索




